
関係機関の代表者等からなる
都道府県国民保護協議会に諮問

【市町村】

・市町村長が作成 
・都道府県知事に協議

【指定地方公共機関】

・都道府県知事に報告
（都道府県知事は必要な助言）

関係機関の代表者等からなる
市町村国民保護協議会に諮問

↑

「国民保護計画」 「国民保護業務計画」

国民の保護に関する基本指針及び国民保護計画等

国が作成した「国民の保護に関する基本指針」で想定している事態は、次の図のとおりです。　

武力攻撃事態等において、国民の保護のための措置を実施することに備えて、国は基本指針を、地方公共団体は国民保護計画をそれぞれ作成

します。基本指針と国民保護計画等の関係は次の図のようになっています。

武力攻撃事態の想定

緊急対処事態の想定

①危険性を内在する物質を有する施設等に対する攻撃が

　行われる事態

　

・石油コンビナート、都市ガス貯蔵施設等の爆破

・大規模集客施設、ターミナル駅等の爆破

・放射性物質を混入させた爆弾等の爆発による放射能の拡散

・炭疽菌等生物剤の航空機等による大量散布

・市街地等におけるサリン等化学剤の大量散布

・水源地に対する毒素等の混入

・航空機等による多数の死傷者を伴う自爆テロ

・新幹線等の爆破

②多数の人が集合する施設、大量輸送機関等に対する

　攻撃が行われる事態

③多数の人を殺傷する特性を有する物質等による攻撃が

　行われる事態

④破壊の手段として交通機関を用いた攻撃が行われる事態

地上部隊が上陸する攻撃
（着上陸侵攻）

地方公共団体や
関係する民間機関等の
意見を聴取

【指定行政機関】

・指定行政機関の長が作成
・内閣総理大臣に協議

【指定公共機関】

・指定行政機関の長を経由して
　内閣総理大臣に報告
（内閣総理大臣は必要な助言）

・想定される武力攻撃事態の類型
・警報の発令、避難の指示、
　被災者等の救援、武力攻撃災害への
　対処等の総合的な推進に関する事項
・国民保護計画又は国民保護業務計画の
 作成の基準となるべき事項

ゲリラ・特殊部隊による
攻撃

弾道ミサイルによる
攻撃

航空機による
攻撃

↑

福岡県国民保護計画の構成

●県計画の位置づけ

●県計画で示す国民保護措置に係る基本方針

●県の地理的・社会的特徴

●対象とする事態　等

●県の組織や関係機関との連携体制の整備

●情報収集･提供等の体制整備

●輸送力の確保や避難施設の指定など避難および救援に関する備え

●物資・資材の備蓄・整備

●国民保護に関する啓発　等

事案の発生

（事態の

認定前）

国による事態認定、

国民保護対策本部

設置の指定

避難先地域における対応や、

事態が沈静化した段階での対応

県の地理的、社会的特徴

○本県は、九州の東北端に位置し、九州と本州を結ぶ交通の要衝を占め、朝鮮半島や中国大陸に近い位置にあります。

○人口集積が高い福岡市、北九州市の2つの指定都市を抱えています。

○道路は南北に九州縦貫自動車道・関門自動車道、東西に九州横断自動車道が交差しています。また、県東部では東九州自

　動車道の整備が進められています。

○鉄道はＪＲ九州が広域ネットワークを形成しており、福岡市営地下鉄、北九州モノレールなどの大量公共輸送機関があります。

　また、山陽新幹線が博多まで運行されており、更に博多以南については、九州新幹線（鹿児島ルート）の整備を進めており、博多・

  新八代間は平成２２年度末の完成を目指して建設が進められています。

○空港は福岡空港と新北九州空港があり、港湾は北九州港、博多港など大小9つの港湾があります。

○自衛隊や海上保安庁の施設が県内各地に所在しています。

○石油コンビナート等特別防災区域に、県内の4地区が指定されています。
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○救援

　　（収容施設や食品等の用意、

　 医療の提供など）

○避難住民等の安否情報の

　収集・提供

○ＮＢＣ攻撃など武力攻撃災害へ

　の対処

○物価の維持など国民生活の安定　等

「国民保護計画」 「国民保護業務計画」

武力攻撃事態、緊急対処事態の想定

※武力攻撃事態……武力攻撃が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態

※緊急対処事態……武力攻撃の手段に準ずる手段を用いて多数の人を殺傷する行為が発生した事態又は当該行為が発生する
　　　　　　　　　明白な危険が切迫していると認められるに至った事態

※緊急対処事態においては、武力攻撃事態への対処に準拠

【国】

・政府が策定
・国会に報告

【都道府県】

・都道府県知事が作成
・総務大臣を経由して内閣総理大臣
　に協議

「基本指針」

「国民保護計画」

（
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